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母子健康包括支援センターの概要 
 

１．目 的 主に妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や地域の保健医療又は福祉に関する連絡調整を行い、母子保健施策と子育て支援 

施策との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う。 

２．対象者 全ての妊産婦及び乳幼児並びにその保護者 

 

３．業 務 ①妊産婦・乳幼児等の実情の把握 ②妊娠・出産・子育てに関する情報提供・保健指導等 ③支援プランの策定 ④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整 等 

 

４．体 制 母子健康包括支援センターを健康推進課内に設置 

子育て支援課子ども発達支援センター及び関係機関と連携し、支援機能の強化を図る。 

 

５．関係部署・機関の連携による支援のイメージ 

 健康推進課 子育て支援課 

母子保健事業 母子健康包括支援センター 子ども発達支援センター（子ども家庭総合支援拠点） 

妊 

娠 

前 

・不妊治療への助成 
  

妊 

娠 

期 

・母子健康手帳の交付 

・妊婦教室・健診 

・妊婦栄養支援 

・助産師相談日の開設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

産 

後 

・ 

乳 

幼 

児 

期 

・産後健診(2週・4週) 

・乳児全戸訪問 

・乳幼児健診・相談 

・ことばの相談会 

・障がい児療育 

・助産師相談日の開設 

（再掲） 

・産後ケアの実施 

 

・予防接種 

            

              ・すきっぷ広場の実施 

         ・発達検査の実施 

         ・児童発達支援事業所利用の決定 

・養育支援訪問事業の利用 

（育児が不十分な家庭への訪問支援） 

  

・家庭児童相談員による対応 

(虐待・養護相談) 

 

・支援経過等の報告 

・園訪問 

 

学 

齢 

期 

・中学３年生健診 
 

・学校訪問  ・放課後等デイサービス事業所利用の決定 

・発達検査 

 

飛
騨
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー 

高山市要保護児童等対策地域協議会 

○要保護児童や特定妊婦への適切な支援を図る調整機関 

○構成団体 

・飛騨子ども相談センター・高山警察署・法務局  

・医師会・民生児童委員協議会・人権擁護委員協議会 

・飛騨教育事務所・小中学校長会・私立幼稚園連合会 

・母子生活支援施設・児童家庭センター・NPO団体 

・保育研究協議会・高山市教育委員会・高山市 

 

母子健康包括支援センターの業務 

 

①妊産婦・乳幼児等の実情の把握 

・出産に対して不安を抱える妊婦、心身が不安定な母、発達が心配な乳幼児等の把握 

 

②妊娠・出産・子育てに関する情報提供・保健指導等 

・妊婦教室・健診、産後健診、乳幼児健診・相談・訪問等・子育て支援事業全般の紹介等 

 

③支援プランの策定 

・センターによるサービスの利用支援、関係機関によるモニタリングが必要な段階の妊産婦を対象 

・支援プランの策定、サービスへの連結 

 

 

 

 

 

 

 

 

④保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整 

・子育て支援課子ども発達支援センター、要保護児童等対策地域協議会(構成団体)、子ども相談センターなど関係機関 

との情報共有、連携 

情報提供があれば自身に必要なサービ

スの選定や利用ができる段階 

自身で利用計画を作成 
【セルフプラン】 

情報提供に加えてセンターの助言や支

援があれば、必要なサービスの選定や

や利用ができる段階 

助言指導を受け自身で利用計画を作成 
【セルフプラン】 

センターによるサービスの調整・利

用支援や関係機関によるモニタリン

グが必要な段階 

センターにおいて支援プランを策定 

【支援プラン】 


